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工設立の経過
1．設立の要望
　国語国字の改善をはかるには，その根底となるべき国語生活の実態をとら

え，これを改善する方向を明らかにしなくてはならない。そのために，有力

な研究機関を設けるべきであるということは，明治以来，いくたの先覚者に

よって唱えられたことである。そして，文部省では，国語調査委員会，臨時

国語調査会，国語審議会等をあいついで設け，国語に関する重要事項の調査

審議を行なってきたのであるが，戦後わが国が新しい国家として再生しよう

とするにあたって，国民生活の能率の向上と文化の進展には，まず，国語国

字の合理化と能率化が基礎的な要件であり，そのためには，国語に関する科

学的総合的な研究を行なう有力な機関を設置することが必要であるという要

望が，特に強くなった。

　ことに・国語審議会は・昭和22年9月21日の第11回総会において，文部大

臣に対して，次のように建議し，国語研究機関の設置を強く要望した。

　　国語審議会は国語国字問題の重要性にかんがみ，大規模の基礎的調査機

　　関を設けて，その根本的解決をはかられんことを望む。

　また，昭和22年8月，第1回国会開会中，安藤正次氏　「（国民の国語運動

連盟」世話人），古垣鉄郎氏（「日本放送協会」専務理事），伊藤正徳氏（「日

本新聞協会」理事長），安倍能成氏（「国語審議会」会長），石井満氏（「日本

出版協会」会長），野沢隆一氏（「日本印刷協会」理事長），の六氏によって，

「国語国字問題の研究機関設置に関する請願」が衆参両院に提出された。こ

の請願は，衆参両院の文化委員会の慎重な審議の末，参議院においては同年

11月26日，衆議院においては12月9日，それぞれ本会議において議決採択さ

れ，内閣に回付された。

以上のほかにも，新聞の社説等において，国語研究機関の設置が刻下の急務
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であることが，しぼしば論ぜられた。

2．設立の準備

　（創設委員会の設置）

　文部省は，国立の国語研究機関創設の議を練り，準備を整えていたのであ

るが，社会各方面からの要望にこたえ，昭和23年度に，これを設立すること

に決定し，4月2日，「第一回国会において衆議院ならびに参議院で採択さ

れた国字国語問題の研究機関設置に関する請願」について閣議を求め，同日，

政府としてはその実現に極力努めるということに，閣議決定をみるにいたっ

た。また，予算についても，昭和23年度において8か月分を確保できる見と

おしを得た。

　そこで，文部省では，この研究機関の基本的な事項を審議するために，国

立国語研究所創設委員会を設けることになった。これは，国民生活の全般に

対して深い関係をもつ国立国語研究所は，その発足に当って民主的な討議が

じゅうぶんに行なわれなければならないという主旨に基づくもので，このこ

とは，前に述べた国会における請願審議の際，国会からも強く要望され，文

部大臣もまたじゅうぶんその主旨にそうことを確約したのであった。

　この創設委員会の人選を行なうために，次の6氏によって打合せ会を開く

こととなり，昭和23年6月12日から2回にわたって，創設委員会の任務と構

成について審議した。

　　衆議院議員　　　川　越　　博　　　参議院議員　　　　金子　洋文

　　国語審議会会長　安藤　正次　　　同臨時委員　　　古垣　鉄郎

　　文部次官　　　有光次郎　　文部省教科書局長　稲田　清助

　その結果，候補者として，L次の18氏が選ばれたので，文部大臣は，この候

補者18氏に対して創設委員を委嘱した。

　　安藤正次　国語審議会会長　海後宗臣　東京大学教授
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　時枝誠記　東京大学教授　　高木貞二　東京大学教授

　西尾　実　東京女子大学教授　土岐善麿　ローマ字運動本部委員長

　金田一京助　日本言語学会会長　松坂忠則　カナモジカイ理事長

　服部四郎　東京大学助教授　　伊藤正徳　新聞協会理事長

　土居光知　東北大学名誉教授　古垣鉄郎　日本放送協会専務理事

　中島健蔵　東京大学講師　　　沢登哲一　東京都立第五高等学校長

　倉石武四郎　京都大学教授　　　颯田琴次　東京大学附属医学専門部長

　柳田国男　民俗学会会長　　　山崎匡輔　教育刷新委員会副委員長

　このような経過で成立した創設委員会は，昭和23年8月17日，18日，19日

の3日にわたって開かれ，国立国語研究所の性格および国立国語研究所設置

法案を議題として審議し，文部大臣に意見を提出した。そのほか幹部の人選

について，一般的な希望条件をまとめて提出し，所長の候補者について参考

案を7人の小委員会でとりまとめることとした。

　（法案の提出，審議）

　国立国語研究所設置法案は，創設委員会の審議を経たものを原案として関

係方面との折衝の末，昭和23年11．月13日の閣議決定を経て，内閣から国会に

提出された。この法案は，両院の審議を経て，同年11月21日可決成立した。

　この法案審議の際，論議された主要な点は，研究所が民主的に運営される

べきであること，国語政策の審議機関である国語審議会との関係等の問題で

あった。

　法案提出の際の文部大臣の提案理由説明は，次のとおりである。

　　　　国立国語研究所設置法案提案理由

　　今回，政府から提出いたしました国立国語研究所設置法案について御説

　　明申し上げます。

　わが国における国語国字の現状を顧みますときに，国語国字の改良の問

題は，教育上のみならず，国民生活全般の向上に，きわめて大きな影響を
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与えるものでありまして，その解決は，祖国再建の基本的条件であると申

　しても過言ではありません。

　　しかしながら，その根本的な解決をはかるためには，国語および国民の

　言語生活の全般にわたり，科学的総合的な調査研究を行う大規模な研究機

　関を設けることが，絶対に必要なのであります。

　　言い換えますならば，国語国字のような国家国民に最も関係の深い重大

　な問題に対する根本的な解決策をうち立てますためには，このような研究

　機関によって作成される科学的な調査研究の成果に基かなければならない

　と存じます。

　　国家的な国語研究機関の設置は，実に，明治以来先覚者によって提唱さ

れてきた懸案であります。また終戦後においては，第1回国会におVて，

　衆議院および参議院が，国語研究機関の設置に関する請願を採択し，議決

　されましたのをはじめ，国語審議会からの建議ならびに米国教育使節団の

勧告等，その設置については，各方面から一段と強く要望されるに至りま

　した。

　　政府におきましても，その設置について久しい間種々研究を重ねてきた

　のでありますが，実現を見ることなくして今日に至ったのであります。し

かるに，このたび，国会におきまして請願が採択され，世論の支持のもと

　に，急速にその準備が進められることになりました。

　　さて，この法案を立案するに当りましては，その基本的な事項につきま

　しては，国立国語研究所創設委員会を設けて学界その他関係各界の権威者

　の意見を十分とり入れるようにいたしました。

　次に，この法案の骨子について申し述べます。

　第一に，国立国語研究所は，国語および国民の言語生活について，科学

　的な調査研究を行う機関であり，その調査研究に当っては科学的方法によ

り，研究所が自主的に行うように定めてあります。
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　第二に，この研究所の事業は，国民の言語生活全般について広範な調査

研究を行い，国語政策の立案，国民の言語生活の向上のための基礎資料を

提供することといたしてあります。

　第三には，この研究所の運営については，評議員会を設けて，その研究

が教育界学界その他社会各方面から孤立することを防ぐとともに，研究所

の健全にして民主的な運営をはかるようにいたします。

　この研究所が設置され，調査研究が進められてまいりますならば，わが

国文化の進展に資するところは，はなはだ大きいと存じます。

　何とぞ，この法案の必要性を認められ，十分御審議の上，御賛成下され

んことをお願いいたします。

3．設　立

　国立国語研究所設置法が可決されたので，文部省では昭和23年12月3日，

創設委員会を開き，設置法可決までの経過を説明した。この委員会において

は，研究所の事業について審議するとともに，小委員会においてとりまとめ

られた所長候補者について討議し，これらの意見を参考案として文部大臣に

提出した。

　昭和23年12月20日，国立国語研究所設置法は，昭和23年法律第254号とし

て公布され，即日施行されるにいたった。

　かくして，長い間，社会の各方面から要望されてきた国立国語研究所は，

正式に設立されたわけである。同日，時の文部次官井手成三が所長事務取扱

となり，昭和24年1月31日，所長として西尾実が任命され，2月4日，評議

員として，前掲安藤正次ほか16氏の創設委員が就任した。

　国立国語研究所は，このようにして設置され，設立後5年9か月間は，明

治神宮外苑の聖徳記念絵画館の一部その他を借用，昭和29年10月から昭和37

年3月までは，千代田区神田一ツ橋1の1の一橋大学所有の建物を借用して
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活動を続けてきたが，昭和37年4月から北区稲付西山町の現庁舎に移って今

日にいたっている。

1［調査研究活動の概要

1．　本年度の調査研究事項

　当研究所は，以上のような歴史的要請と社会的要望に基づいて設立された

関係上，設置法第1条にうたわれているように，国語及び国民の言語生活に

関する科学的調査研究を行ない，あわせて国語の合理化の確実な基礎を築く

ことを任務としている。

　この任務を遂行するために，研究所に4研究部，9研究室が設けられ，そ

れぞれの業務を担当している。本年度の調査研究事項の概要は次のとおりで

ある。

　（1）　話しことばの文法に関する調査研究（継続）

　　　　　　　　　　　一文型を中心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話しことば研究室

　この研究室は，放送・講演・日常談話などの話しことばについて，その音

韻・語彙・文法を調査研究し，現代語の本質・構造と言語生活の実態を明ら

かにし，また，書きことばの研究と合わせて，現代標準語の確立に資するこ

とを目的としている。

　これまでに，日常談話語についての概観的調査（報告8），語形のゆれてい

る語（アナヒ・アナヒ，ムズカシイ・ムツカシイ，論ジル・論ズルなど）の

語形の確定のための基礎調査（年報7）などを行なってきたが，現在は，話

しことばの文法に関する調査研究を行なっている。生きた話しことばについ

て，日本語の文法をさらに明らかにしようとするものであるが，それは国語
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教育などのためにも有効な基礎となるところがあろうと考えられる。

　その最初に，各種の対話のことばを資料として，話しことばの文型の研究

を行なった（報告18）。　これは，話しことばの文型の研究の基礎的段階で，

文の認定の基準の設定，文の構成要素と考えた表現意図・構文・イントネー

シ。ンの分析・整理等を主としたものである。その後，方法を修正発展させ

て，講演・講義・演説・説明等の資料によって，さらに研究を進めている。

本年度内に，この結果をまとめ，一つの試みとしての文型表の作成に及ぶ予

定である。

　（2）　現代語の語彙調査（継続）

　　　　　　　一現代雑誌の用語・用字の概観調査一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書きことば研究室

　この研究室は，現代の書きことばの実態を，主として用語・用字の面から

調査研究し，基本語の設定と正書法を確立し，また，話しことばの研究と合

わせて，標準語の確立に資することを目的としている。

　そのためにこれまで，新聞雑誌その他主として印刷刊行されたものを資料

として，婦人雑誌，総合雑誌などの部門ごとに，語彙調査，用字調査，助詞

助動詞の調査など各種の調査・分析を積み重ねてきた（報告3，4，12～13，19，

21；資料集2，3）。現在は，対象となる雑誌の範囲を広げ，各種の部門にわ

たる雑誌を対象として用語・用字の概観調査を行なっている。

　この調査は，昭和31年1月号から12．月号までの一般成人向け雑誌5部門90

種から約8千箇所の標本を抽出し，標本に現われた限りのすべての用例をカ

ー ド化して調査したものであって，その延べ語数は約44万語に達している

（別に，助詞助動詞を約9万5千語採集した）。

　この調査は，現代雑誌一般の用語・用字の総合的な調査として広範に役だ

つことを目ざし，報告書は，語彙表（意味による分類語彙表，複合語表をふ

くむ），助詞助動詞の用法の記述と分析，漢字の音訓別用法一覧と分析，語彙

　　　　　　　　　　　　　　　（7）



の構造の量的・質的分析などをふくむ。その成果として第一分冊（総記およ

び語彙表）を昨年度に刊行した。

　（3）　日本言語地図作成のための調査（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方言語研究室

　この研究室は，各地の方言および地域社会の言語を調べて，その実態を明

らかにするとともに，言語変化の要因と過程を追究し，標準語普及に役立っ

資料を得ることを目的としている。

　そのため，いままでに，地域社会の言語生活に関する調査を八丈島・白河

市・鶴岡市・飯田市・上野市・岡崎市・北海道で行なって，共通語化または

敬語意識を左右する要因を明らかにした（報告1，2，5，11，16）。なお，北海

道の共通語化の過程に関する調査は目下整理中である（年報10，11，　12）。

　現在，日本語の言語地図作成に関する調査を実施中で，本年度は，8か年

計画（今年度，計画を変えて，1年長くした）の第6年に当たる。全国の方

言分布から，言語変化の一般的な過程をつかむとともに，日本語史の再構に

も役立てるのが目的である。約50名の地方研究員と4名の室員が現地に行っ

て調査する。調査の予定地点数は北海道から沖縄までの約2，300箇所で，前

年度までに1，665箇所の調査を終わり，本年度は約240箇所を調査する予定

である。調査項目は，全地点同じで，全部で285項目あったが，今年度以降

は調査を集約的に行なうために，調査項目をできるだけ割愛して，全国共通

の項目176，各県個別の項目38とした。

　（4）　中学校生徒の言語能力の発達に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国語教育研究室

　この研究室は，児童生徒の言語能力を高め，望ましい言語能力を習得させ

る適当な方法を発見することを目的として，現在の学校教育における国語教

育の目的，方法および結果についての調査研究をすすめ，国語教育の改善に

役立てようとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　（8）
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　そのため，いままでに各種の国語学力の調査研究（読解，語彙，文学鑑賞，

文法など），　および小学校における児童の総合的な言語能力の発達に関する

調査研究を行なってきた（年報1～6）。　ことに，児童の言語能力の発達に関

する調査研究は，小学校6か年間に，児童の聞く・話す・読む・書く力がど

のように伸びるか，その発達を規定する要因は何かを明らかにするために行

なったもので，昭和28年以来，実験学校・協力学校を設け，同一児童につい

て継続的に研究をしてきた（報告，7，10，14，17）。

　小学校の段階の調査研究が一応完了したので，昭和36年度から，新しく中

学校の生徒についての言語能力の発達に関する調査研究に着手することにな

った。この研究の目的は，義務教育終了者として必要な言語能力が，中学校

の過程でどのように発達していくかを，その発達の要因とともに明らかにす

ることで，逐年継続調査法による，事例的発達調査を予定している。しかし

継続調査を始める前に，あらかじめ，中学校1年から3年までの間にみられ

る発達の実態，傾向，問題点等を概観し，㌻中学校の特殊性に適した調査方法

調査問題等をも検討しておく必要があるので，36年は，中学生の言語能力の

実態についての概観調査を実施した。

　この調査は，東京をはじめ，農村，山村，漁村，炭坑地方などの地域性を

もった中学校を全国的va　6校えらび，それぞれの中学校の全学年各1学級分

の生徒を対象に，聞く・話す・読む・書く・文字・語彙・文法・表記など広

範にわたって言語能力テストを実施したもので，本年度は，それらの調査結

果の集計・整理に集中し，報告書「中学生の言語能力の実態調査」としてま

とめる一方，これにもとついて，本題の研究計画を進める。

　（5）　新聞・放送等における言語の伝達効果に

　　　　関する調査研究（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言語効果研究室

　この研究室は，同時に多人数が対象となる言語，すなわち↓マス・コミュ

　　　　　　　　　　　　　　　（9）



ニケーションの媒体としての新聞・放送の類の文章・用語・用字等について

その表現と理解の問題を調査研究し，マス・コミュニケーションにおける言

語の機能を明らかにするとともに，その改善に資することを目的としてい

る。

　新聞も放送も，伝達の対象は国民全体であるから，とくに理解度を高める

ための表現効果を考え，文章を平易にする必要がある。そのため，これまで

に，次のような研究を行なってきた。ラジオ・ニュースはどんな文体が大衆

に理解しやすいか。青少年はどのようにして新聞に近づくか，かれらの新聞

記事理解力はどの程度か，また，新聞によって社会的態度はどのように形成

されるか。新聞の文章を読みやすく，理解しやすくするために，漢字の使い

方・難語の処理・文や文章の構造などをどのようにしたらよいか。縦組みと

横組みとでは，読みやすさの条件がどうちがうか。

　最近の研究としては，一昨年来，国語文章を横組みに印刷するのにもっと

も適した活字設計をするための諸条件を明らかにするために，字形の優劣の

比較実験を行なってきた。長体（縦長）・平体（横長）・正体（真四角）の

三種の字形について，知覚のしやすさ，読みとりの速さ，理解のしやすさ，

見た目の感じなどの問題を，個人および集団を対象に調べた。また，横組み

・ 横書きについての実態と意見とを，社会人および大学生についてアンケー

トによって調べた。本年度は，これらの調査の結果をとりまとめる。

　（6）　明治時代語の研究（継続）

　　　　　　　　　一明治初期を中心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近代語研究室

　この研究室は，国語の歴史的発達を研究する部門に属して，近代語すなわ

ち，室町時代から明治時代に至る各時代の言語の実態を明らかにするのを目

的とし，国語の歴史的な流れの中から，現在の国語問題の解決に役立つ直接

間接の資料を得ようとするものである。
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　現代語の直接の源流は明治時代語である。特に，政治，経済，文化，すべ

ての面で国情が一新した明治初期は，言語の面でも，さしあたって明らかに

すべき多くの問題を含んでいるので，この時期の調査から着手した。まず，

明治10～11年の郵便報知新聞の用語を調べて語彙表を作ったほか，用字法，

語構成，文体による用語の違い等を考察した（報告15）。　つづいて明治2年

から20年までに刊行された比較的硬い文体の文献22種（国体新論，弥児経済

論等）の用語を調査（年報11），　昭和35年度には，明治10年前後の比較的軟

らかい文体の文献4種（安愚楽鍋，交易問答，読売新聞，東京絵入新聞）の

用語を調べた。以上三つの調査から，延べで約20万語の自立語を採集した。

昭和36年度は，以上の調査をまとめる段階に入った。まず，全体にわたって

語の出現状況をつかむために，総合語彙カードを作成した。これによって，

20万の語が異なる約4万5千の語に整理され，各語がどの文献にどの程度出

現したかが，1語につき1枚のカードで通覧できるようになった。そのほか

語彙の構造の研究の一部として，語の品詞区分，および和語・漢語等，語種

の区分に着手した。

　本年度は，まとめを完了するために，以下の作業を行なう。　（1）総合語彙

カードから全体語彙表に転記して刊行しうる形に整える。　（2）総合語彙カー

ドの集計によって，全般の語の出現状況を数量的に記述する。（3）一部の語

について，その語の各文献における用例を記録する。　（4）語種・品詞の調査

をまとめる。以上のほか，調査した文献の中でのルビのつけ方を調べて，当

時の筆者たちの語意識の一端をさぐることも行なう。

　（7）　古辞書索引の作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代語研究室開設準備室

　古代語研究室は，国語の歴史的発達に関する研究部門のうち，鎌倉時代以

前を対象とするものであるが，今のところ，独立した研究室としての十分な

人員を持たないので，将来に備えて各種の準備的作業を行なっている。
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　これまでに集成した主な古代語研究の基礎資料は，音韻史資料としての声

明・朗詠・平曲の録音と古辞書類の索引である．本年度は，昨年に引き続い

て『色葉字類抄』の索引作成にあたる。前田家の尊経閣文庫所蔵本を底本と

し（前田家本は，中巻を欠くので，その部分は，旧黒川家本で補った。），用

語と用字の索引を作る。

　この索引は，たんに用語・用字の検索を目的とするだけでなく，本文を持

たなくても利用できるような配慮を施し，さらに，語を構成要素からも検索

できるようなくふうをする。また，この辞書と近い関係があると思われてい

る『倭名抄』や，『名義抄』の注記なども，できるだけ参照項目として掲げ

るようにする。

　用字の索引も，熟語の形だけでなく，その熟語を形成している漢字も検索

できるようにする。

　また，昨年度のr世俗字類抄』に続いて，まだ複製されていない，資料と

して価値がある古辞書の複写を予定している。

　（8）類義語の調査研究（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　第1資料研究室

　この研究室は，現代の国語問題において，なるべく早く処理することが必

要な諸種の問題に関し，その問題点について調査を行なうことを目的として

いる。

　すでに，わかち書き（年報8）と送りがな（年報9）の問題について概観

し，同音語についても調査を終了した（年報20）。　昭和36年度以降は，3か

年計画で，類義語の調査研究を行なっている。さまざまな類義語が日本語の

中にどのような姿で存在しているか，どのような存在意義があるのか，また，

新たな類義語がなぜ発生するのか，最近“外来語のはんらん”ということが

言われるが，それらが現在の社会で類義語を一層増加させることになってい

ないか。その他，使い分けが問題になる同音の類義語（辞典：字典：事典，
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主席：首席）では，そうした使い分けが，どんな理由で生じているのか，現

在どの程度一般化しているか，あるいは，こうした使い分けには，どんな種

類・傾向がみられるかなどを調べる。

　以上のような課題に対し，本年度は，昨年度に収集した資料（週刊誌に現

われる外来語，各種用語集・言いかえ集等）に基づいて，語の内的要因，お

よび語をとりまく外的要因を推定・分析することにより，真の問題点がどこ

にあるかを探ろうとしている。

　（9）　現代語における漢字ならびに用字法に関する調査研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3資料研究室

　この研究室は，現代の国語問題においてなるべく早く処理することが必要

な問題のうち，国語の文字表記に関する諸問題を研究調査することを目的と

する。

；本年度は，書きことば研究室で行なった「雑誌一般の用語の概観調査」で

得られた資料に基づいて，次の調査研究を行なっている。

　1）　漢字使用の実態についての分析

イ

ロ

ノ、

　ホ

2）

なお，

使用度数別分布表の作成

用法別漢字表の作成（音訓別，用語別，雑誌部門別等）

教育漢字，教育外当用漢字，表外漢字の比率の検討

当用漢字音訓表と実際の使用音訓との関係の分析

表外漢字を使った語の言いかえ・書きかえの検討

　　表記のゆれについての分析

　　　この研究室では，あわせて中国の言語・文字問題に関する情報・資

料・文献を収集し，その整理・分析を行なっている。

（10）　国語および国語問題に関する資料・

　　　情報に関する調査研究（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2資料研究室
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　この研究室は，国語および国語問題に関する資料・情報を収集し，整理・

分析を加えることを目的としている。

　年間の刊行物・雑誌論文，または新聞等を中心に，資料・情報を集め，分

類整理する。また，特に国語問題に関しては，それぞれの問題ごとに，内容

を検討・分析して，その論点や動向を明らかにしようとする。

　なお，この研究室は，あわせて国立国語研究所年報の編集，機械による音

声等に関する実験をも行なっている。

　（11）　国民各層の言語生活の実態調査

　この調査は，本年度新規に認められたもので，国民各層がどのような言語

生活を営んでいるか，どのような問題を持ち，どのような意識をもっている

かを調べることを目的とするものである。

　そのために，行政区画としての都市を単位として地方に1箇所を選び，サ

ンプリングによって，いろいろの年齢・職業・教養をふくむ市民を抽出し，

その言語生活（とくに文字生活）の実態と意識とを調査する。また文科系・

理科系各専門学科の大学生について，その読み書き上の問題点をさぐり，同

時に，ことばや文字に対してどのような意識や関心をもっているかを調査す

る。このため，所内に企画運営委員会を組織して調査の企画・運営にあた

調査についても，必要に応じて，各部各研究室から出向く予定である。事務

り，実地は言語効果研究室が担当する。

　（12）　文部省科学研究費による各個研究

　　イ　日本語イントネーションの研究　　宮地　裕

　　ロ　教育基本文型の研究　　　　　　　　宮島　達夫

2．　研究成果の公表

　当研究所の研究成果は，設置法第5条によって公表を義務づけられてい

る。
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　公表の方法としては，研究発表会，講演会等の開催による方法と出版刊行

による方法とがある。

　（1）　研究発表会，講演会の開催

　　イ　研究発表会

　本年度は未定である。

　　口　講演会

　本年度は，都合により開催しない。

　（2）　出版刊行

　出版物は，研究所の活動を具体的に示す重要な手段でもあるので，定期的

な国立国語研究所年報・国語年鑑のほか，毎年数種の研究報告・研究資料集

等を刊行している。

　その他，月刊雑誌「言語生活」（昭和26年創刊）を監修している（筑摩書房

発行）。

◎創立以来の列行書目

◇国立国語研究所年報（12冊）
　　1～12（昭和24年度～昭和35年度）

◇国語年鑑（8冊）
　　昭和29年版～36年版（秀英出版刊）

◇国立国語研究所報告（21冊）

1

2

3

4

5

6

八丈島の言語調査

言語生活の実態　　　（秀英出版刊）

一
白河市および附近の農村における一

現代語の助詞・助動詞

一
用法と実例一

婦人雑誌の用語

一
現代語の語彙調査一

地域社会の言語生活　（秀英出版刊）

一
鶴岡における実態調査一一

少年と新聞

一
小学生中学生の新聞への接近と理解一
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昭25．3

昭26．4

昭26．3

昭28．3

昭28．3

昭29，3
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

入門期の言語能力

談話語の実態

読みの実験的研究

一
音読にあらわれた読みあやまりの分析一

低学年の読み書き能力

敬語と敬語意識

総合雑誌の用語　（前編）

一
現代語の語彙調査一

総合雑誌の用語　（後編）

一
現代語の語彙調査一

中学年の読み書き能力

明治初期の新聞の用語

日本方言の記述的研究　（明治書院刊）

高学年の読み書き能力

話しことばの文型（1）

一
対話資料による研究一

総合雑誌の用字

同音語の研究

現代雑誌九十種の用語用字　（第一分冊）

◇国立国語研究所資料集

　　　　1　国語関係刊行書目
　　　　　　一昭和17年～昭和24年一

　　　　2　語彙調査
　　　　　　一現代新聞用語の一例一

　　　　3　送り仮名法資料集

　　　　4　明治以降国語学関係刊行書目

◇国立国語研究所論集

　　　　1　ことぽの研究

◇その他

　　　　・霞鷺㌶曇嬬
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（秀英出版刊）

昭29．3

昭30．3

昭30．3

昭31．3

昭32．3

昭32．3

昭33．3

昭33．5

昭34．4

昭34．11

昭35．3

昭35．3

昭35．11

昭36．3

昭37．3

昭25．3

昭27．3

昭27．3

昭30．6

昭34．2

高校生と新聞（秀英出版刊）　昭31．6
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　　　　・瞬㌶蠕共著青年と竃憲疏ケーシ

◎本年度の刊行予定書目

◇国立国語研究所年報　13　昭和36年度

◇国　語　年　鑑　　昭和37年版

◇国立国語研究所報告

　　　　1　現代雑誌九十種の用語用字（第二分冊　漢字表）

　　　　2　現代雑誌九十種の用語用字（第三分冊

　　　　3　国語文章の横組みに関する調査研究

　　　　4　北海道の言語調査

◇沖縄語辞典

ヨソ

昭30．6

分類語彙表・複合語表）

3．　研究協力組織その他

　研究題目により，随時，統計数理研究所・国立教育研究所・民俗学研究所

・日本新聞協会・輿論科学研究所・放送文化研究所・東大新聞研究所等と共

同研究を行ない，または委託研究を実施してきた。また，地方言語研究室お

よび国語教育研究室の仕事を進めるため，それぞれ地方研究員，実験学校・

協力学校の制度を設けている。

　（1）　地方研究員

　各都道府県ごとに原則として1名の地方研究員を依嘱し，日本言語地図作

成のための調査に協力を依頼している。

　昭和37年度の地方研究員は次のとおりである。

担当地域　氏　　　名　　　　　勤務機関く職〉所在地

北海道1　五十嵐三郎北海道大学文学部〈助教授〉札幌市北9条西5丁目

北海道丑　長谷川清喜　北海道学芸大学札幌分校く助教授〉札幌市南22条西12丁目

北海道皿　石垣福雄　札幌市教育委員会く指導主事〉札幌市北1条西4丁目

　　　　　　　　　　　　　　　（17）



青　　　森

岩　　　手

宮　　　城

秋　　　田

山　　　形

福　　　島

茨　　　城

栃　　　木

群　　　馬

埼　　　玉

千　　　葉

東　　　京

神　奈　川

新　　　潟

富山・石川

福

山

長

岐

静

愛

滋

京

大

兵

井

梨

野

阜

岡

知

重

賀

都

阪

庫

此島正年

小松代融一

加藤正信

北条忠雄

佐藤亮一

三浦芳夫

金沢直人

多々良鎮男

上野　勇

江原　裏

後藤和彦

馬瀬良雄

日野資純

剣持隼一郎

岩井隆盛

佐藤　茂

清水茂夫

青木千代吉

谷開石雄

望月誼三

山田達也

慶谷寿信

箆　大城

奥村三雄

西宮一民

岡田荘之輔

弘前大学教育学部〈教授〉弘前市下白銀町1

県立杜陵高校く教頭〉盛岡市内丸58の2

東北大学文学部〈助手〉仙台市片平丁

秋田大学学芸学部く教授〉秋田市手形字深田

東北大学く大学院学生〉仙台市片平丁

県立田村高校く教諭〉福島県田村郡三春町字持合畑135

茨城大学教育学部く助教授〉水戸市渡里町2127

宇都宮大学学芸学部〈助教授〉宇都宮市峰町350

県立沼田女子高校く教諭〉沼田市753の3

川越市立城南中学校く教諭〉川越市新宿5

東京都立大学〈大学院学生〉東京都目黒区袋町591

長野県短期大学く講師〉長野市三輪上松

静岡大学文理学部く助教授〉静岡市大岩町2丁目

県立柏崎高校く教諭〉柏崎市西学校町1934

金沢大学教育学部く助教授〉金沢市大手町1

福井大学学芸学部く教授〉福井市牧島町23

山梨大学学芸学部く助教授〉甲府市古府中町

長野市立三陽中学校く教諭〉長野市高田北窪1609

県立岐阜商業高校〈教諭〉岐阜市則武新屋敷

静岡大学教育学部く教授〉静岡市大岩2丁目

日本福祉大学〈助教授〉名古屋市昭和区滝川町31

名古屋大学く大学院学生〉名古屋市中区南外堀町6の1

県立虎姫高校く教諭〉滋賀県東浅井郡虎姫町宮部

岐阜大学学芸学部く助教授〉岐阜市長良

皇学館大学く教授〉伊勢市神田久志本町1704

町立温泉小学校く校長〉兵庫県美方郡温泉町湯

　　　　（18）
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㌦

奈

和

鳥

島

岡

広

山

徳

香

愛

高

福

歌

良

山

取

根

山

島

口

島

川

媛

知

岡

佐賀・長崎

熊

大

宮

鹿　児

沖

本

分

崎

島

縄

西宮一民　皇学館大学く教授〉伊勢市神田久志本町1704

村内英・・－A和歌山大学学芸学部〈助教授〉和歌山市真砂町1の1

広戸　惇　島根大学文理学部く教授〉松江市西川津町

岡　義重

虫明吉治郎　県立岡山操山高校く教諭〉岡山市浜412

村岡浅夫　村立吉和中学校く校長〉広島県佐伯郡吉和村

阿波　　陽　県立大津高校く教諭〉長門市東深川

宮城文雄　徳島大学学芸学部く助教授〉徳島市南常三島町1

近石泰秋　香川大学学芸学部く教授〉高松市幸町121

杉山正世　新田高校〈講師〉松山市山西町663

土居重俊　高知大学教育学部く助教授〉高知市朝倉1000

都築頼助　福岡学芸大学〈教授〉福岡市大橋塩原町

小野志真男　佐賀大学教育学部く教授〉佐賀市赤松町

秋山正次　熊本大学教育学部く助教授〉熊本市黒髪田∫

糸井寛一大分大学学芸学部く助教授〉大分市駄ノ原982

岩本　実　宮崎大学学芸学部〈助教授〉宮崎市西丸山町130

上村孝二　鹿児島大学文理学部く教授〉鹿児島市鴨池町

仲宗根政善　琉球大学〈教授〉那覇市当之蔵

　　　　（以上昭和37年度地方研究員46名。）

（2）　実験学校・協力学稜

’ これは，児童・生徒の言語能力の発達や国語教育の目的・方法・効果につ

いて研究するため委嘱するものであるが，本年度は未定である。

　（3）　内地留学生

　毎年，各都道府県教育委員会，大学等から内地留学生を3か月ないし1か

年の期間で受け入れ，研究の場を提供している。本年度は，7月現在，次の

4名が留学中である。

　　　　　　　　　　　　　　　　（19）



　　氏　　名

権　頭　和　夫

大　石　逸　策

米　沢　憲　一

岡　本　昌　夫

1．　機　構

職　　　　名　　　　研究題目

埼玉県秩父市立　　教科書文学教材の研究
原谷小学校教諭　　とその実践的研究

千葉市聖書学園　　助詞・助動詞の発音的
高等学校教諭　　　機能の研究

徳島県美馬郡半田　読解力を高めるための
町大惣小学校教諭　理論的研究と具体的な
　　　　　　　　実践への考察

麟難轟　戴禦立つ読解指

皿機構・職員・予算

所長ト

曄員司

一llX務⇒

一第1研究部一

一
第・研究⇒

一第・研究部

一第4研究部一

一庶　　務　　課

一会　　計　　課

一話しことば研究室

一書きことば研究室

一地方言語研究室

一国語教育研究室

一言語効果研究室

　研究期間

日召不［1　37．4－38．3

耳召禾日　　37．4－38．3

昭和37．5－37．10

昭和　37．　5－37．7

憩岱警甦蜘
；’”已竺≡室1（予定）

一第1資料研究室

一第2資料研究室

＿第3資料研究室

　図　　書　　室

（20）
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2．評　議　員　会

会　　　長　久　松　潜　一

副会長有光次郎
評議員阿部真之助
　　　　　　阿　部　吉　雄

　　　　　　石　井　良　助

　　　　　　伊藤忠兵衛

　　　　　　桂　　　寿　一

　　　　　　桑　原　武　夫

　　　　　　高　津　春　繁

　　　　　　佐々木八郎

　　　　　　沢　田　慶　輔

　　　　　　沢　登　哲　一

　　　　　　坪　井　忠　二

　　　　　　時　枝　誠　記

　　　　　　中　島　健　蔵

　　　　　　中　島　文　雄

　　　　　　西　尾　　　実

　　　　　　西脇順三郎

　　　　　　松　方　三　郎

　　　　　　山　本　勇　造

慶応義塾大学教授

吾嬬製鋼所会長

日本放送協会長

東京大学教授

東京大学教授

東洋パルプ会長

東京大学教授

京都大学教授

東京大学教授

早稲田大学教授

東京大学教授

都立新宿高等学校長

東京大学教授

早稲田大学教授

評　論　家

東京大学教授

法政大学名誉教授

日本芸術院会員

共同テレビジ・ンニュース会長

日本芸術院会員

3．　職 員

（定員）　文部教官33名　文部事務官14名

（21）

　　　　　　（昭和37．7．1現在）

研究補助員16名　その他8名

　　　　　　　　計71名



　所　長
◇第1研究部

　部　長
◇話しことば研究室

　室　　長

　文部教官
　　　　　　〃

　　研究補助員

◇書きことば研究室

　室　　長

　文部教官
　　　　　　　　　ノノ

　　研究補助員

　　　　　　〃

◇地方言語研究室

　室　　長

　文部教官
　　　　　　〃

　　研究補助員

◇第2研究部

　部　　長
◇国語教育研究室

　　室　　長

　文部教官
　　研究補助員

◇言語効果研究室

岩　淵　悦太郎

林 大

大　石　初太郎

宮地　　裕

鈴木重幸
泉　喜与子

見坊豪紀
水谷静夫
宮島達夫
橋本圭子
鈴　木　百合子

柴田　　武

野元菊雄
徳川宗賢
白沢宏枝

輿水　実

芦沢　　節

村石昭三
根　本　今朝男

（22）

南　　　不二男

吉村香苗

石綿敏雄

高木　翠
小　林　さち子

上村幸雄

吉沢典男
川　又　瑠璃子

〆
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　　室　　　長

　　文部教官

　　研究補助員

◇第3研究部

　　部　　　長

◇近代語研究室

　　室　　　長

　　文部教官

　　研究補助員

永

高

宮

野　　賢

橋　太　郎

地　美保子

山　田

林　　　四

進　藤　咲

中曽根

◇古代語研究室開設準備室

　　準備主任（併任）

　　文部教官

◇第4研究部

　　部長（併任）

◇第1資料研究室

　　室　　　長

　　文部教官

　　研究補助員

◇第2資料研究室

　　室　　　長

　　文部教官

　　研究補助員

◇第3資料研究室

　　室　　　長

　　文部教官

　　研究補助員

山　田

広　浜　文

巌

郎

子

仁

巌

渡　辺　友　左

菅　原　茂　子

雄（主任研究官）

岩　淵　悦太郎

松

西

露

尾　　　拾

尾　寅　弥

峰　裕　子

飯　豊　毅

大久保　　　愛

塚　田　菊　子

斎

松

宇

賀　秀　夫

本　　　昭

野　瑠美子

　　（23）

田　中　章　夫

河　東　はるみ

高　田　正　治

小　山　孝　子



◇庶　務　部

　部　　長
◇庶　務　課

　課　　長

　課長補佐
　　庶務係長（併任）

　　文部事務官

　係　　員

　人事係長
　　文部事務官

◇会　計　課

　　課　　長

　課長補佐

　総務係長
　　文部事務官

　　経理係長心得

　　係　　員

　　用度係長（併任）

　　文部事務官

　　係　　員

　　　　　　〃

◇図　書　室

　　室長（併任）

　　図書係長（併任）

尾　崎　源之助

三島良兼
名古屋　恒太郎

名古屋　恒太郎

芳　賀　清一郎

根　岸　佐代子

鈴木篁二
増山治子

出　牛　清次郎

伊藤仲二
三浦清伍
岡　本　ま　ち

渋谷正則
加藤雅子
伊藤仲二
西山　　博

江頭健一
金　田　と　よ

大　石　初太郎

鈴木篁二
文部事務官（併任）　芳　賀　清一郎

文部事務官　　　　大　塚　通　子

　　　　　　　　　（24）

斉藤恭子

鈴木　　亨

吉　田　芳太郎

安　藤　信太郎
才
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4．　予 算

○昭和37年度予算額

人　件　費

事　業　費

営　繕　費

修　繕　費

　　計

○文部省科学研究費

　　　　各個研究

39，685，000円

8，666，000円

6，055，000円

　770，000円

55，176，000円

150，000「q

IV施設・機械・図書

、

1．敷地・建物

　昭和23年12月の設立当初から昭和29年9月30日までは，宗教法人明治神宮

所有の聖徳記念絵画館の一部を借用していたが，手ぜまのために，ほかに，

三鷹市所在の山本勇造氏の私邸，ついで新宿区四谷第六小学校の一部を借用

し，分室として利用していた。

　さらに，昭和26年10月1日から，昭和37年3月31日までは千代田区神田一

つ橋1の1の一橋大学所有の建物を借用していたが，昭和37年4月1日北区

稲付西山町の現庁舎に移転した。

◇敷

◇建

位

面

本

地

物

置　　東京都北区稲付西山町

積　　　　10，247．84皿2

館（延）　　1，694．64m2

　　　　　　　　　（25）



付属建物（延）　　1，720．94m2

　　計　　　　　　3，415．58m2

2．　機 械

　観察をいっそう精密にし，できるだけ客観的な資料を得るために，研究上

いろいろな機械を活用している。特色ある機械として次のようなものがあ

る。

○ソナグラフ（Sona・graph，　Kay　Electric　Co．，　U．　S．　A．）音声の周波数分

　析用装置。周波数，振幅，時間という三次元的表示を瞬間的に同時に記録紙

　の上に描く。從来の周波数測定器にくらべ，現像・再生・定着などの手続

　きを経ず，わずか数分で分析記録できる。1回に記録し得る時間は短い

　（2．4秒）が，　国語の標準音，方言音の分析，外国語音との比較などに用

いられる。

○ソナストレッチャー　（Sona－stretcher，　Kay　Electric　Co．，　U．　S．　A．）

　言語音をそこなうことなく，速度を落として再生する装置。ちょうど映画

　の高速度フィルムのように，音声を引き伸ばした形で聞き取ることができ

　る。音声の観察や録音の文字化に活用される。

○オフサルモグラフ（Ophthalmo－graph，　American　Optical　Co．，　U．S．A．）

　　両眼の角膜に左右から光線をあて，その反射光線を回転するフィルムに

　撮影する眼球運動記録装置。読書の際の眼球の停留・逆行等により，印刷

　された文字配列の適否，理解度の難易等の調査に使う。

○ピッチレコーダー（Pitch－recorder）

　　音の高さと強さの記録装置。音声の強弱変化とその音声の基音の高低変

　化とを同時に記録することができる機械で，アクセントやイント1・　一ショ

　ンなどの分析に用いられる。

○オシログラフ（Oscillo－graph）

　　　　　　　　　　　　　　　（26）
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○オシロスコーフ゜（Oscillo－scope）

　　ともに音声波の波形を記録観測する装置。特に前者は波形を記録するの

　に用い，後者は波形観測用として使う。

○ポリグラフ（1》01y－graph）

　　俗にウソ発見器とよばれるもの。精神反射電流・呼吸波・血圧波から，

　人間の心の動揺を測定することができる。読み・書き・話す・聞くの言語

　行動におけるそうした反応を測定するのに使う。

○読書練習器

　　文章を速く，上手に読むための練習をする機械。自己の最適の読書速度

　を診断したり，文章の難易度測定に使う。

O行動記録器

　　会議・討論など多人数の観察記録に使う。

○プログラムアナライザー（Program－analyser）

　　多人数（当所のは10入用）について，正と反の反応を同時に記録する装

　置。話しの流れのどこで抵抗を感じたかということを調べることができる

　ので，敬語の調査などに使用された。

○オーディオメーター（Audio－meter）

　　実験学校などにおける被験者の聴力検査に使う。　（聞き取り能力に関連

　して使用する。）

○マイクロリーダー（Micro－r飢der）

　　フィルムに複写された資料を調べるのに使用する。

○接写装置　　2台

○複写装置　　3台

゜テづレコーダー2°台 1大　型　2台
　　　　　　　　　　　　　　携　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13台　　　　　　　　　　　　　　　　　　用
　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　［　肩掛式携帯用　　　5台

　　　　　　　　　　　　　　　（27）



Oシンクロリーダー

○電動計算器

○電動加算器

○手動計算器

○電子力ウンター

3．　図 書

1台

2台

1台

6台

1台
］

　蔵書数約28，400部（昭37．7現在），国語・国文・言語に関する内外の文献

を収蔵している。このうち，特色あるものとして，次の文庫がある。

　　　大　田　栄太郎　文庫　　　　　　1343部

　　　東　条　　　操　文庫　　　　　　　611部

　　　保　科　孝　一　文庫　　　　　　　130部

　大田，東条両文庫は，ともに全国方言に関する両氏の旧蔵書であり，保科

文庫は，故保科孝一氏収集の第一次大戦前東欧諸民族の言語問題関係図書で

ある。

　なお，全国方言カードがある。これは東条操氏採集の全国方言語彙の記録

で，五十音別・地域別・事項別，計約120万枚におよぶ貴重な資料である。
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V　関　係　法　規

1．　国立国語研究所設置法 （昭和23年12月20日　法律第2！4号）

　（目的及び設置）

第1条　国語及び国民の言語生活に関する科学的調査研究を行い，あわせて国語の合

　理化の確実な基礎を築くために，国立国語研究所（以下研究所という。）を設置する。

2　研究所は，文部大臣の所轄とする。文部大臣は，人事及び予算に関する事項に係

　るものを除くほか，研究所の監督をしてはならない。

　（事　業）

第2条　研究所は，次の調査研究を行う。

1

2

3

4

現代の言語生活及び言語文化に関する調査研究

国語の歴史的発達に関する調査研究

国語教育の目的，方法及び結果に関する調査研究

新聞における言語，放送における言語等，同時に多人数が対象となる言語に関

　　する調査研究

2　研究所は，前項の調査研究に基き，次の事業を行う。

　1　国語政策の立案上参考となる資料の作成

　2　国語研究資料の集成，保存及びその公表

　3　現代語辞典，方言辞典，歴史的国語辞典その他研究成果の編集及び刊行

　（調査研究の委託）

第3条　研究所の事業は，他の研究機関又は個人によつて既に行われ，又現に行われ

　ている同種の調査研究と重複しないことを原則とする。

2　研究所は，前項の重複をさけるために，前条第1項各号の1に該当する調査研究

　が他の適当な研究機関又は個人によつて既に行われている場合には，研究所の事業

　として，その調査研究をその研究機関又は個人に委託することができる。

　（所　長）

第4条研究所に所長を置く。

2　所長は，一級の文部教官又は文部事務官のうちから，文部大臣が命ずる。

3　所長は，他の政府職員と兼ねることができない。

　（報告の公表）

第5条　所長は，毎年少くとも1回，調査研究の状況及びその成果に関する報告を公

　表しなければならない。

　（評議員会）．

第6条　研究所に評議員会を置く。

2　評議員会は，研究所の毎年の事業計画，調査研究の委託その他重要事項について
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審議し，所長に助言する。

3　所長は，前項の重要事項については，評議員会の助言を求めなければならない。

　（評議員）

第7条　評議員会は，20人の評議員で組織する。

2　評議員は，国家公務員法（昭和22年法律第120号）の定めるところにより，学識経

　験のある者のうちから，文部大臣が命じ，又は委嘱する。

3　学校の教職員を除く政府職員は，評議員となることができない。

4　評議員の任期は，4年とし，2年ごとにその半数を改任又は改嘱する。但し，再

　任又は再委嘱を妨げない。

5　補欠の評議員の任期は，前任者の任期の残任期簡とする。

　（評議員会の会長及び副会長）

第8条　評議員会に評議員の互選による任期2年の会長及び副会長各1人を置く。

　（評議員会の運営方法に関する事項）

第9条　この法律に定めるものを除くほか，評議員会の運営方法に関する事項脇　評

　議員会の助言によって，文部大臣が定める。

　（研究所の運営）

第10条　研究所の部課等の編成，職員の選出及び配置その他研究所の運営について必

　要な事項は，所長が定める。

　　　　　　附　　則

1　この法律は，公布の日から施行する。

2　この法律施行後，最初に命ぜられ，又は委嘱される評議員のうち，半数の者の任

　期は，第7条第4項の規定にかかわらず，2年とする。

禽

亀

2．　国立国語研究所評議員会運営規則　（昭和24年3A28H文部省令第8号）

　（会長及び副会長）

第1条　会長及び副会長は，評議員の過半数によつて選出する。

第2条　会長は，会務を総理し，評議員会を代表する。

2　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠げたとき，その職

　務を代理する。

　（幹事及び書記）

第3条　評議員会に幹事及び書記を置く。

2　幹事及び書記は，評議員会の承認を経て，研究所の職員の中から，所長が命ずる。

　（部会の設置）

第4条　評議員会は，必要がある場合には部会を設けることができる。

2　部会の構成は，評議員会にはかって，会長が定める。
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の

b

　（所長等の出席説明）

第5条　評議員会は，所長及び研究所の職員ならびに調査研究の萎託を受けた者が会

　議に出席して説明することを，所長に求めることができる。

2　所長は，会議に出席して意見を述べ，又は研究所の職員をして意見を述べさせる

　ことができる。

第6条　会議は，常会及び臨時会とし，会長が招集する。

2　常会は，毎年3回開く。

3　臨時会は，会長が必要と認めたとき又は評議員7人以上からの要求があったとき

　に開く。

第7条　会長は，会議の議長となり，議事を整理する。

第8条　評議員会は，評議員の2分の1以上の出席がなければ，議事を開き議決する

　ことができない。

2　議事は，出席評議員の過半数で決する。可否同数のときは，議長の決するところ

　による。

第9条動議を，提出しようとする者は，文書又は口頭で議長に申し出なければなら

　ない。

2　動議は，出席評議員の過半数の賛成を得なければ，議題とすることができない。

第10条　部会の運営については，この規則を準用する。

　　　　　　附　　則

　　この省令は，公布の日から施行し，昭和24年2月1日から適用する。

3．　国立国語研究所組織規程

第1条　国立国語研究所に，次の5部を置く。

　庶　務　部

　第1研究部

　第2研究部

　第3研究部

　第4研究部

第2条　庶務部に，次の2課を置く。

　1　庶　務　課

　2　会　計　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
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2　庶務課においでは，次の事務をっかさどる。

第3条
　なう。

2　第1研究部に，話しことば研究室，書きことば研究室及び地方言語研究室を置き

　各室においては，それぞれ話しことばに関する調査研究，書きことばに関する調査

　研究及び地方の言語に関する調査研究を行なう。

第4条第2研究部においては，次の調査研究を行なう。

　1　国語教育に関すること。

　2　新聞における言語，放送における言語等，同時に多人数が対象となる言語に関

　　すること。

2　第2研究部に，国語教育研究室及び言語効果研究室を置き，各室においては，そ

　れぞれ国語教育に関する調査研究及び新聞，放送等における言語の効果に関する調

　査研究を行なう。

第5条第3研究部においては，国語の歴史的発達に関する調査研究を行なう。

2　第3研究部に，近代語研究室を置き，近代語に関する調査研究を行なう。

第6条第4研究部においては，言語問題・国語関係の資料及び情報等に関する調査

　研究を行なう。

2　第4研究部に，第1資料研究室，第2資料研究室及び第3資料研究室を置き，各

　室においては，それぞれ国語問題に関する調査研究，各国の言語問題にっいての資

　料及び情報に関する調査研究及び国語関係資料並びに各種国語辞典の編集方法に関

　する調査研究を行なう。

　　　　　　附　　則

　1　職員の人事に関する事務を処理すること。

　2　職員の福利厚生及び保健に関する事務を処理すること。

　3　公文書類を接受し，発送し，編集し及び保存すること。

　4　公印を管守すること。

　5　所掌事務に関し，連絡調整すること。

　6　規程の改廃に関すること。

　7　国立国語研究所評議員会に関すること。

　8　当分の間図書室の事務に関すること。

　9　前各号に掲げるものの外，他の所掌に属しない事務を処理すること。

3　会計課においては，次の事務をつかさどる。

　1　予算に関する事務を処理すること。

　2　経費及び収入の決算その他会計に関する事務を処理すること。

　3　行政財産及び物品の管理に関する事務を処理すること。

　4　文部省共済組合国立国語研究所支部に関する事務を処理すること。

　5　庁舎及び設備の維持，管理に関する事務を処理すること。

　6　庁内の取締に関すること。

　　　第1研究部においては，現代の言語生活及び言語文化に関する調査研究を行
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この規程は昭和33年4月1日から施行する。

4．　国立国語研究所庶務部事務分掌規程 （蟹和35年2月24日　所長裁定）

4
き

1　庶務課に庶務係および人事係を置き次の事務をつかさどる。ただし，当分の間図

書室の事務を処理するものとする。

　　（庶務係）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

機密に関する事務を処理すること。

文書に関する事務を処理すること。

官公印を管守すること。

評議員会に関する事務を処理すること。

法規ならびに所内規程の整備に関すること。・

所内事務の連絡調整に関すること。

後援名義の使用に関する事務を処理すること。

内地留学生に関する事務を処理すること。

諸証明に関する事務を処理すること。

職員の出張および講師派遣等に関する事務を処理すること。

職員の福利，厚生および保健に関する事務を処理すること。

宿日直，超過勤務命令に関する事務を処理すること。

外来者の応接に関すること。

他課係の所掌に属しない事務を処理すること。

（人事係）

職員の任免，懲戒および恩賞に関する事務を処理すること。

職員の服務に関する事務を処理すること。

職員の職階ならびに勤務評定に関する事務を処理すること。

職員の給与ならびに退職手当に関する事務を処理すること。

共済組合（長期給付）に関する事務を処理すること。

職員の研修に関すること。

人事に関する記録の作成および保存に関すること。

扶養親族の認定に関すること。

非常勤職員に関する事務を処理すること。

　　（図書室）

　1　図書の選定および管理に関すること。

　2　図書の目録に関すること。

　3　図書の閲覧に関すること。

2　会計課に総務係，経理係および用度係を置き次の事務をつかさどる。
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（総務係）

1

2

3

4

5

6

7

8

会計課の公印を管守すること。

予算および予算案に関する事務を処理すること。

支出負担行為の確認に関する事務を処理すること。

会計の監査に関すること。

共済組合（長期給付を除ぐ）に関する事務を処理すること。

健康保険および厚生年金に関する事務を処理すること。

会計に関する公文書類を整理保存すること。

この課の他係の所掌に属しない事務を処理すること。 導

（経理係）

1

2

3

4

5

6

債権の管理に関する事務を処理すること。

収入および支出に関する事務を処理すること。

支出負担行為の経理に関する事務を処理すること。

経費および収入の決算に関する事務を処理すること。

給与に関する事務を処理すること。

科学研究費の経理に関する事務を処理すること。

（用度係）

1

2

3

4

5

6

物品の管理に関する事務を処理すること。

物品，役務の調達に関する事務を処理すること。

国有財産の管理に関する事務を処理すること。

庁舎内外の警備に関するこど。

諸設備の維持管理に関する事務を処理すること。

国設宿舎に関する事務を処理すること。

5．文部省設置法（抄） （昭和24年5月31日　法律第146号）

　　　　　　第2章　本　省

　　　　　　　第2節　国立の学校その他の機関

　（国立の学校等）

第14条第25条の2，第26条，第27条及び第27条の2に規定するもののほか，文部大

　臣の所轄の下に，国立の学校及び次の機関を置く。

　（前略）

　（国立国語研究所）

　（後略）

　（国立国語研究所）

第24条　国立国語研究所については，国立国語研究所設置法　（昭和23年法律第254号）

4
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　の定めるところによる。

　　　　　　ag　4章　職　員

　（定　員）

第31条　文部省の国家行政組織法第19条第1項の定員は，文部大臣，政務次官，秘書

　官及び文化財保護委員会の委員長である委員の定員を除き，次のとおりとする。

区 分 定 ⇒ 備　　　　　　　　考

本 省

w「

　　　　1
8Z576人 1うちとする。

　　　　　「一一一一　－
80，436人は，国立学校の職員

　　　　　　　　　　・．一’　

文化財保護委員会

　・一、

　　　｜
583人 1

一　　　一＿＿一　　　　一一　一　一　一　一　　　一

合 計

　　　　　　

83，159人

　（昭和37年3月29日法律第35号で昭和37年4月1日から適用。）

　　　　　　　附　　則

1　この法律は，昭和24年6月1日から施行する。

6．文部省組織令（抄）　　（昭和27年8月30日政令第387号）

　　　　　　第1章　本省の内部部局

　　　　　　　第5節　調査局

　（調査局の分課）

第30条　調査局に次の6課を置く。

　1　企画課　2　調査課　3　統計課　4　国際文化課　5　国言吾課　6　宗務課

　（国語課）

第35条　国語課においては，次の事務をつかさどる。

　　（前　略）

　2　国立国語研究所に関し，予算案の準備その他の他部局に属しない事務を処理す

　　ること。

　　（中　略）

　8　国立国語研究所設置法（昭和23年法律第254号）に関する事務を処理すること。

　　（後　略）

　　　　　　　附　　則

　1　この政令は，昭和27年9月1日から施行する。
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7．　文部省定員規則（抄） （昭和36年6月6日　文部省令　第14号）

　文部省の各内部部局，各所轄機関（文部省設置法（昭和24年法律第146号）第14条に掲

げる各機関（国立の学校を除く。）及び同法附則第11項の図書館職員養成所をいう。）

及び各附属機関の定員は，次のとおりとする。

　本　省

区　　　分　已　　員 備　　　　　　　　考

略

臓酬国立酷醗所　　1

7i人

略

｛

（昭和37年3月31日文部省令第7号で，昭和37年4月1日から適用。）

8．　教育公務員特例法（抄） （昭和24年1月12日　法律第1号）

　　　　　　第1章　総　則

　（この法律の趣旨）

第1条　この法律は，教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任

　の特殊性に基き，教育公務員の任免，分限，懲戒，服務及び研修について規定する。

　　（中　略）

　（採用及び昇任の方法）

第4条学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は，選考によるものとし，

その選考は，大学管理機関が行なう。

2　前項の選考は，学長については，人格が高潔で，学識がすぐれ，且つ，教育行政

　に関し識見を有する者について，大学管理機関の定める基準により，学部長につい

　ては，当該学部の教授会の議に基き，教員及び学部長以外の部局長については，大

　学管理機関の定める基準により，行わなければならない。

　　（中　略）

　（休職の期間）

第T条　学長，教員及び部局長の休職の期間は，心身の故障のため長期の休養を要す

　る場合の休職においては，個々の場合について，大学管理機関が定める。

　　（中　略）

　（服　務）

第11条　国立大学の学長，教員及び部局長の服務について，国家公務員法（昭和22年

　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）



，

警

　法律第120号）第96条第1項の根本基準の実施に関し必要な事項は，　同法第97条か

　ら第105条までに定めるものを除いては，大学管理機関が定める。

　（勤務成績の評定）

第12条　学長，教員及び部局長の勤務成績の評定の結果に応じた措置は，大学管理機

　関カミそiなう。

2　前項の勤務成績の評定は，大学管理機関が定める基準により，行わなければなら

　ない。

　　（中　略）

　（研　修）

第19条　教育公務員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修養に努めなけれ

　ばならない。

2　教育公務員の任命権者は，教育公務員の研修について，それに要する施設，研修

　を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，その実施に努めなければ

　ならない。

　（研修の機会）

第20条　教育公務員には，研修を受ける機会が与えられなければならない。

2　教員は，授業に支障のない限り，本属長の承認を受けて，勤務場所を離れて研修

　を行うことができる。

3　教育公務員は・任命権者の定めるところにより，現職のままで，長期にわたる研

修を受けることができる。

　（兼職及び他の事業等の従事）

第21条　教育公務員は，教育に関する他の職を兼ね，又は教育に関する他の事業若し

　くは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者（地方教育行政の組

　織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担職員については，市町村

　の教育委員会）において認める場合には，給与を受け，又は受けないで，その職を

　兼ね，又はその事業若しくは事務に従事することができる。

2　前項の場合においては，国家公務員たる教育公務員にあっては，国家公務員法第

　101条第1項の規定に基く人事院規則又は同法第104条の規定による人事院の承認又

　は許可を要せず，地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第38条第2項

　の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

　（教育公務員以外の者に対するこの法律の準用）

第22条　国立又は公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者，文部省設

　置法（昭和24年法律第146号）第14条に掲げる機関（日本芸術院を除く。）並びに文

　化財保護法（昭和25年法律第214号）第20条に掲げる国立博物館及び国立文化財研

　究所の長及びその職員のうちもっぱら研究又は教育に従事する者並びに国立又は公

　立の各種学校の校長及び教員については，政令の定めるところにより，この法律の

　規定を準用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）



　　（中　略）

　　　　　　附　　録

1　この法律は，昭和24年9月1日から施行する。

9．　教育公務員特例法施行令（抄）　（昭和Z年、月、2日政令第6号）

　　（前　略）

第3条の2　文部省設置法（昭和24年法律第146号）第14条に掲げる機関（日本芸術

　院を除く。）並びに文化財保護法（昭和25年法律第214号）第20条に掲げる国立博物

　館及び国立文化財研究所の長及びその職員のうちもっぱら研究又は教育に従事する

　者については，法第4条，第7条，第11条，第12条，第19条，第20条及び第21条中

　国立大学の学長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において，これ

　らの規定中「大学管理機関」とあるのは「任命権者」と読み替え，これらの機関の

　長及びその職員をそれぞれ学長及び教員に準ずる者としてこれらの規定を準用する

　ものとする。

　　（中　略）

　　　　　　　附　　録

第8条　この政令は，公布の日から施行する。

タ

（38）
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